
入院者訪問支援事業は

アドボカシー/権利擁護なのか

松平 隆史
（精神障害当事者・精神保健福祉士・入院者訪問支援員）

2025/3/22 精従懇シンポジウム 13:00～17：30
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精神保健従事者団体懇談会シンポジウム



【はじめに：私の病歴と入院歴について】

2004年 うつ病を発症

2005年 民間の精神科病院(Ａ病院)に入院。任意入院

退院後、うつ病の治療を継続。医療中断や服薬中断はなし

2023年 躁状態となり、民間の精神科病院(Ｂ病院)に入院

医療保護入院（同意者は家族）
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病名は「うつ病」から「双極性障害」に変更となった

１回目の入院(Ａ病院)とは異なり、「精神科救急急性期病棟への入

院」「隔離」「身体拘束」「通信制限」「電気けいれん療法(mECT)

１２回実施」「東京都精神医療審査会への退院請求・処遇改善請

求」「異常な食べ方(早食い等)による誤嚥性肺炎への罹患」などを

経験した

2024年2月上旬に退院した
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ＰＳＷとして

・大学生の時、精神科病院で夜勤の看護助手のアルバイトをする

⇒大学卒業後すぐにＰＳＷ養成の専門学校へ入学する

2000年に精神保健福祉士を取得する

・総合病院の精神科デイケア、地域活動支援センターⅠ型、就労継続支

援Ｂ型事業所などで、2018年までＰＳＷとして勤務した
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2018年に「自分はもうＰＳＷとして臨床は厳しい」と思い、主治医と相

談して、ハローワークの専門援助部門を利用し、障害者雇用で会社に就

職する（契約社員）

⇒2023年秋に入院し、入院中に「病気休職期間満了」となり、退職

退院後は、地域活動支援センターⅠ型を利用し、精神障害当事者会に

参加している
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入院者訪問支援員として

・2024/8/30 精神障害当事者会主催の入院者訪問支援事業学習会に参加

した

・2024/12/24 「令和6年度第3回東京都入院者訪問支援事業訪問支援員

養成研修」を受講した

⇒2025/1/20付けで「東京都入院者訪問支援事業訪問支援員任命通知

書」を受領した

※現時点で、入院者訪問の経験は無し
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学習会と研修に参加して、テーマとして思ったこと

・対象者について

【支援対象者】（厚生労働省のホームページより）

（１）市町村長同意による医療保護入院者であって、本事業

による支援を希望する者

（２）地域の実態等を踏まえ、（１）と同等に支援が必要と

して都道府県知事が認め、本事業による支援を希望す

る者
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厚労省資料
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出典：「2023年度630調査で見る医療保護入院の傾向分析」
2024.9.20 KP神奈川精神医療人権センター 稲川洋



⇒入院者訪問支援事業

実施主体は、都道府県、政令指定都市（都道府県等）

事業費は、国1/2、都道府県等1/2の負担割合

都道府県によって・・・

「市町村長同意による医療保護入院者のみ」

「市町村長同意による医療保護入院者を中心とするが、それ

以外の入院者も可」

といった具合に、都道府県等によって対象者の範囲や対応に

差が生じてしまうことはないだろうか？
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2025/3/18開催
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厚労省資料
令和６年度入院者訪問支援事業担当者会議

2025/3/18開催
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厚労省資料
令和６年度入院者訪問支援事業担当者会議

2025/3/18開催
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入院者訪問支援事業が創設された背景

「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に

向けた検討会」における合意事項

◼人権擁護の観点から、精神科病院に入院する患者を訪問し、

相談に応じることで、医療機関外の面会交流を確保するこ

とが必要である（当初は市町村長同意による医療保護入院

者を中心に、精神科病院の理解のもと実施）

出典：「入院者訪問支援事業について―意義と目的－」

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 藤井 千代
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⇒「精神科病院の理解のもと実施」

入院者が入院者訪問支援事業の利用を希望しても、精神科病院

の理解が得られない⇒例えば・・・「入院者は現在、精神症状

が激しいため、第三者との接触・交流は、医学上望ましくな

い」「現在、第三者との接触・交流は病状の悪化をもたらす可

能性が高く、入院者訪問支援事業の利用は医学上望ましくな

い」「保護室で２４時間隔離中のため、面会は難しい」etc.

精神科病院側が主張した場合・・・

入院者訪問支援事業の利用は可なのか？不可なのか？

法的な強制力はないのか？（精神医療審査会との違い？）
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「和歌山県における入院者訪問支援事業の取り組み」
令和６年２月21日 入院者訪問支援事業運営研修 資料
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報酬等



ある都道府県
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報酬等

１ 報酬費
１回の訪問につき１４，０００円とする。

２ 交通費
交通費は、第１項の報酬費に含まれるものとする。

都道府県等による訪問支援員の訪問１回あたりの報酬の格差？



訪問支援員に

誰がなるか？

誰がなれるか？

誰が研修を受講できるのか？
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訪問支援員とは？

◼精神科に入院中の方の立場に立って面会交流を行う人

◼資格等の制限はなく、国で標準化された研修を受講し、

都道府県等が任命した者が担うことができる

（当事者や保健医療福祉の従事者、弁護士、市民等）

◼守秘義務を持つ

出典：「入院者訪問支援事業について―意義と目的－」

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 藤井 千代
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出典：日本精神保健福祉士協会誌「精神保健福祉」通巻138号 Vol.55/No.3 2024
特集／権利擁護の実践者としての精神保健福祉士：改正精神保健福祉法を中心に

[各論］
入院者訪問支援事業について

元 厚生労働省 障害保健福祉部精神・障害保健課 相談支援専門官

（現 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 特任研究員）

名雪 和美

2. 訪問支援員

訪問支援員は資格等の制限はなく、国で標準化された研修を受講し、都道府県等が任命した者

（当事者や保健医療福祉の従事者、弁護士、市民等）が担うことができると規定さ

れており、その役割は、支援対象者からの求めに応じて、入院中の精神科病院を訪問し、対象者の

話を誠実かつ熱心に聞く（傾聴）ほか、入院中の生活に関する相談や、対象者自身が困りごとを解消

し、希望する支援を受けるためにはどうすれば良いのかについて情報提供するとされている。
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入院者訪問支援員養成研修は各都道府県等で行われているが・・・

①入院者訪問支援員養成研修の情報をオープンにしている都道府県と、オープンに

していない都道府県とに分かれている。公募と非公募に分かれている。

②受講要件（受講対象者）

千葉県「精神障害者に対する相談支援に携わった経験がある者、ピアサポート活動の経験がある者又

は精神保健福祉ボランティア活動の経験がある者のいずれかに該当する」

長野県「精神保健福祉士もしくはピアサポーター（当事者支援員）」

滋賀県「訪問支援事業への参加を希望している者」

宮城県・仙台市「1. 精神保健福祉士、看護師などの国家資格がある方」

2. 上記1.以外の方（ピアサポーターなど、どなたでも）」
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2025/2/9 入院者訪問支援事業シンポジウムより

主催：一般社団法人 おかやま精神医療アドボケイトセンター

東京都



⇒各都道府県によって異なっている

※機会の平等性・公平性のテーマ
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気になった記載
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気になった記載
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気になった記載
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気になった記載
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訪問支援員の役割
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※傾聴と情報提供の両立・バランスの

テーマがあるのではないだろうか？



気になった記載
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和歌山県のホームページより

「個人の資質等にもよるため」「誰しもが活動できる

わけではない」とは、いったい、何を指しているの

だろうか？



気になった記載
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気になった記載



気になった記載
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これは、いったい、何を指しているのだろうか？



入院者訪問支援事業の持つ意義・役割の一つに・・・

・精神科病院の「風通し」を良くする

外部の「風」を「中」＝精神科病院内へ入れる

というのがあるのではないだろうか？

⇒ であるならば・・・

入院者訪問支援員は、多種多様な人たち（一般市民を含む）

が担ったほうが良いのではないだろうか？
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真に入院者の権利擁護を進めるために

・入院者にとっても、訪問支援員（訪問支援員になりたい者を

含む）にとっても、「公平」かつ「平等」で、「誰もが利用し

やすい」「わかりやすい」制度であるのが望ましいのではない

だろうか？

もちろん、入院者訪問支援事業は「制度」としては始まったば

かりで、国・都道府県等・各市区村などの行政も事務局も医療

機関も訪問支援員も、それぞれが「手探り」で「模索中」なの

だと思われる。
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真に入院者の権利擁護を進めるために

であるからこそ、それぞれが、思ったこと・感じたこと、課題

として考えていること、もっとこうしたほうが良いのではない

か？ などの声を主体的に発信し、＜対話＞し、建設的に議論

してゆくことが、真に入院者にとって「心強い」「頼もしい」

「本当に使って良かった」と思える入院者訪問支援事業になっ

てゆく道のりなのではないだろうか？

◎行政も専門職も当事者も医療機関も一般市民も一緒になって

「共に作ってゆく」
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ご清聴ありがとうございました

2025/3/22 精従懇シンポジウム

「入院者訪問支援事業はアドボカシー/権利擁護なのか」
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